
「出勤者数７割削減」に向けたテレワークの強化

〇 １都３県「テレワーク集中実施期間」の設定

各都県で経営者団体への要請や施策ＰＲを展開

＜都の主な取組＞

○ 半日・時間単位のテレワーク勤務「テレハーフ」

を事業者に推奨

○ 多摩のホテルをサテライトオフィスとして提供

○ 企業のテレワーク用ホテルの借上げ経費を支援



緊急的な一時宿泊場所の提供

○ビジネスホテルの受付期間を延長

• 対 象 住まいを失った方

• 受付期間 緊急事態宣言期間中（～３月７日（日））

• 受 付 ＴＯＫＹＯチャレンジネット

• 問合せ先 ０１２０－８７４－２２５

０１２０－８７４－５０５（女性専用）



２月３日（水）に新たに１施設運用開始
合計で１３施設、約５，５００室を確保

病床確保

宿泊療養

医療提供体制の確保

現在、４，９００病床※を確保
（うち、都立・公社病院：１，７００床）

※重症用３１５床 中等症等用４，５８５床



 都として実施計画を策定
⇒ 施設における検査を徹底

医療施設・高齢者施設等への支援

高齢者施設職員のPCR検査の実施

高齢者施設等の感染拡大防止対策の徹底

 陰圧設備等の整備を支援
 職員研修動画の配信
 東京iCDC「感染対策支援チーム」の派遣


